
平成２２年　１１８三田会総会

平成２２年５月１５日（土）
施：日吉第4校舎B-12番教室 １６時ヨリ



式次第

• 1.　　開会宣言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　（縄田事務局長）
• 　　　　物故者に対し黙祷
• 2.　　会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大林　剛郎会長
• 3.　　議長選出（会則による）
• 4.　　定足数確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　（春木　俊雄　君）
• 5.　　議事録作成人及び議事録署名人指名　　　　　〃
• 6.　　議事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
• 　　　協議事項
• ①　事業報告・会計報告とその承認　　　　　　　　　縄田事務局長
• ②　118年三田会奨学金規定変更　　　　　　　　　　　〃
• ③　118年三田会役員選出　　　　　　　　　　　　　　　議長
• [
• 「その他　報告事項」
• ・ホームページサーバーの変更について　　　　　　縄田事務局長
• ・本年度連合三田会大会案内　　　　　　　　　　　　　　〃
• ・第33期慶應義塾評議員選挙について　　　　　　 　細田　真　君
• その他　質疑応答、ご意見等
• 7.　　閉会宣言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会



２００８年から２０１０年に亡くなられた　１１８年三田会　会員

大西　祥平医学部

笠原　英美子K組法律学科

杉森　博子U組経済学部

中島　由美D組法律学科

高瀬　博道I組法律学科

大島　幹夫特別会員工学部

横溝　安久S組経済学部

村上　泉C組経済学部

佐藤　のり子社会学文学部

古庄　良源心理学文学部

村上　太一H組経済学部

古阪　英之O組商学部

田畑　譲司A組商学部

糟谷　博B組商学部

中平　昌孝L組法律学科

敬称略



事業報告
会計監査報告とその承認

• ２００７年の連合三田会以降
• １１８年三田会では、各学部
より幹事が推薦され、本日
に至るまで、９回の役員会
と、２回の幹事会を行いまし
た。

• また、本年５月１５日に、
監事・河村憲治君により会
計監査が行われ、平成２１
年度の収支報告書を確認し
ました。



奨学金の推移

482.55420201224

1742.55420200921

1322.55420201022

902.55420201123

62.55420201325

薬学部が増えるが薬・法が辞退2162.55360200820

2522.55390200719

2912.55390200618

3302.55390200517

3692.55390200416

4082.55390200315

4862.554472.55390200214

元　　金残金金額年平成

単位万円



奨学金規定変更に関する報告

• 第一案
「現状のまま、2013年をもって終了する。」

• ・残金(625,500円)の使途は学校に任せる。
• ・次の寄付は2027年の卒業50年記念寄付なので、その時集めた寄付はもう一度奨学金と
して使ってもらう。

• 第二案
(そのⅠ)

• 現状のままの内容(14部門に420万円給付)で継続する
• 不足が始まる2014年から卒業50年までの必要原資は
• 5,397万円（2026年まで）となるが、これを集めるには大変な労力と協力が必要で、現実的
には困難と推量される。

• (そのⅡ)
• 給付額は現状のままとして、支給する部門を14部門から5部門に減らして継続す
る場合----2026年まで約807万円の不足

• (そのⅢ)
• 現在の14部門への給付は変えずに、金額を30万円から10万円に減額して継続
した場合----2026年まで約637万円の不足



「１１８年三田会記念大学奨学金」制度の見直しと今後の方針について

今まで１３部門に３０万円ずつ年間４２０万円を使用しておりますが、このまま
では２０１３年で終了してしまいます。幹事会で今後も奨学金を続けていく方
向で決まり、２０１０年からは１部門３０万円を４学部と１部門の年間１５０万円
と致しました。

１部門は３つにわけ、通信１人・留学生２人（来る人、行く人）に各１０万円とし
ます。もし通信や留学生に該当者が無い場合は、その部門の３０万円が２０
万円や１０万円になる場合もあります。
ただ一人も該当者が無い場合は学部と同じ扱いをし、その年は５学部となり
ます。奨学生の選出は学校におまかせを致します。

この方法で２０２７年（卒業５０年）まで１１８年三田会奨学金を延ばし、
足りなくなった分（８０７万円）は２０１７年の卒業４０周年・連合三田会大会に
て経費等を足して、２０２７年まで行いたいと思います。



百十八年三田会役員（案）

• １、大林　剛郎　　　　　経済学部
• ２、河北　博文　　　　　医学部
• ３、縄田　地多良　　　 法学部政治学科
• ４、春木　俊雄　　　　　経済学部
• ５、細田　　眞　　　　　 商学部
• ６、堀内　悦子　　　　　商学部
• ７、米本　篤弘　　　　　法学部法律学科
• （あいうえお順）



慶應義塾の評議員制度と選挙について

慶應義塾には「評議員会」という独特の制度があり、塾の最高意思決定機関として
機能しています。一般の学校法人では理事長（経営）と校長（現場）が別れています
が、塾では塾長が理事長と校長を兼ねています。
また理事会も、常任理事・理事ともに教授で構成されています。
このため経営と現場が同一である事の欠点を補うため、塾運営の重大事項は評議
員会の議決を得る事になっています。ちなみに塾長は評議員会の承認を得なけれ
ば塾長になる事が出来ません。
詳しくは義塾のホームページの「規約」をご覧下さい。

「評議員選挙」
　評議員は４年に一度改選されますが評議員には下記のような区分があります

推薦評議員：前期の評議員会から推薦される評議員　（２４～２５人）

卒業生評議員：塾員の直接投票により選出される評議員　（２８～３０人）

塾員評議員：推薦評議員及び卒業生評議員により選出される評議員
　　　　　　　　　（２８～３０人）

教職員評議員：教授・一貫校・職員の中から推薦で選ばれる評議員
　　　　　　　　　　（１５～１６人）



　本年は4年に一度の改選の年（第３３期）に当たり、
上記約３０名の「卒業生評議員」が塾員約２５万人の直接投票により選出され
ます。

手順は以下の通りです。

１）候補者は７月１日までに立候補しますが、１００～１５０名の推薦人（塾員）
　　　　により推薦された者と義塾の理事会から推薦された者から構成されま
す。

２）塾員の手元には８月１日現在の名簿にのっとり塾より投票用紙が８月末ま
　でに送付されます。

３）塾員は候補者の中から１名を選び１０月１日までに郵送で塾宛に投票しま
す。

４）１０月３１日に３３期評議員が公告されます。

詳しくは右記のホームページをご覧下さい
http://www.somu.keio.ac.jp/senkyo.html



• 「１１８年三田会会長　大林剛郎君の立候補について」

• 　既にお知らせ致しましたが１１８年三田会会長　大林君が３３期評議員
選挙に立候補します。
同君は既に義塾の理事会から推薦をされこれを受諾し３３期評議員選挙
への立候補が決まっております。
１１８年三田会は全力を挙げ同君を応援したいと考え幹事会での承認を
得ております。

•
　ご協力頂ける会員各位には別途お願いにあがりますが、投票用紙が
送られてきた時点でその投票用紙を同君の選挙対策室（大林組内）にお
預け頂きますようお願い致します。

• その際「候補者名欄は空欄」のままにし、各位の住所・氏名・捺印のみお
願い致します。

• 是非　我々の手で同君を評議員会に送り、愛すべき塾の益々の発展に
貢献しようではありませんか！


